
市民の声を聞く課の相談窓口

１
回
目
の
テ
ー
マ
は

「
こ
こ
が
お
薦
め
�

札
幌
の
公
園
」

「
○
○
公
園
に
は
魅
力
的
な
△

△
が
あ
る
」「
△
△
を
す
る
な
ら
○

○
公
園
が
最
適
」
と
い
っ
た
札
幌

の
公
園
に
関
す
る
思
い
思
い
の
意

見
を
は
じ
め
、
意
外
に
知
ら
れ
て

い
な
い
情
報
な
ど
も
、
ど
し
ど
し

お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

札幌で一番大きい公園は？

（現在利用できる都市公園の面積）
１ 国営滝野すずらん丘陵公園…………約１８２㌶
２ 豊平川緑地……………………………約１１７㌶
３ 道立真駒内公園 ………………………約８５㌶
４ モエレ沼公園 …………………………約７６㌶
５ 円山公園 ………………………………約６９㌶
（参考）中島公園 …………………………約２３㌶

※平成１５年４月１日現在

皆
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
声
を
紹
介
す
る
新
企
画
で
す
。

毎
回
、「
札
幌
」
と
「
ま
ち
づ
く
り
」
に
関
す
る
テ
ー
マ
を
設
け
、

ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

誌
面
を
通
じ
て
、
活
発
に
情
報
を
交
換
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

解
説
コ
ー
ナ
ー
の
案
内
役

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
大
募
集

寄
せ
ら
れ
た
声
の
中
か
ら
キ
ー

ワ
ー
ド
を
探
し
出
し
、
そ
れ
に

�
一
言
�解
説
を
加
え
る
コ
ー
ナ
ー

の
案
内
役（
左
上
の
よ
う
な
質
問

に
も
答
え
ま
す
）を
募
集
。発
想
は

自
由
で
す
。
イ
ラ
ス
ト
に
簡
単
な

説
明
を
添
え
て
送
っ
て
く
だ
さ
い
。

応募方法

はがき、ファクスに、意見（１００字程度）ま
たはキャラクター、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号を記入し、５月１７日�（消印
有効）までに広報課（上欄）へ。Eメールも可。
誌上はペンネームもOKです。希望テーマが
あれば併せて記載してください。掲載・採用
した場合は、共通ウィズユーカード（１，１００円
分）を差し上げます。なお、誌面の都合で字
数を調整させていただくことがあります。

皆
さ
ん
の
声
を
市
政
に
反
映
さ
せ
ま
す

〜
市
政
に
関
す
る
ご
意
見
・
ご
提
案
な
ど
の
窓
口

市
民
の
声
を
聞
く
課

〒
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５

市
政
に
関
す
る
ご
意
見
、
ご
提

案
な
ど
を
お
寄
せ
い
た
だ
く
方
法

に
は
、
来
訪
、
電
話
、
手
紙
・
文

書
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
が
あ

り
ま
す
。
寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
な

ど
は
関
係
部
局
に
送
付
し
、
対
応

を
依
頼
し
て
い
ま
す
。

開
設
時
間
月
〜
金
曜
の
午
前
８
時

４５
分
〜
午
後
５
時
１５
分
。

■
各
種
相
談
（
市
政
外
相
談
）

専
門
家
に
よ
る
各
種
相
談
も
無

料
で
実
施
し
て
い
ま
す
（
左
表
の

通
り
）。

予
約
法
律
相
談
の
み
必
要
。
当
日

午
前
９
時
か
ら
電
話
受
け
付
け
。

市
民
の
声
を
聞
く
課（
月
〜
金
曜
）

先
着
１６
人
、
区
役
所
広
聴
係
（
月

２
回
）
先
着
８
人
。

区
役
所
広
聴
係

住
所
・
電
話
番
号
は
区
民
の
ペ

ー
ジ
参
照
。
区
役
所
実
施
分
の
各

種
相
談
に
つ
い
て
は
、
各
区
広
聴

係
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
室
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ビ
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市
の
仕
事
に
利
害
関
係
を
持
つ

方
が
、
そ
の
仕
事
に
納
得
で
き
な

い
場
合
、
民
間
か
ら
就
任
し
た
オ

ン
ブ
ズ
マ
ン
が
第
三
者
的
な
立
場

で
業
務
を
審
査
し
、
必
要
に
応
じ

市
に
改
善
な
ど
を
求
め
ま
す
。
申

立
書
な
ど
の
詳
細
は
オ
ン
ブ
ズ
マ

ン
室
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

開
設
時
間
月
〜
金
曜
の
午
前
８
時

４５
分
〜
午
後
５
時
１５
分
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
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.city.
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an/

■専門家による各種相談
金

午後

午前

午前

午前

午後

午前９時３０分～午後４時

午前：午前９時～正午 午後：午後１時～４時

木

午後

午前

水

午前

午前

午前
午後

火

午前

午後

月

午前

午前

午前

午後

相談員

弁 護 士

家事調停
協会会員

労働条件
相 談 員

税 理 士

司法書士

土地家屋
調 査 士

人権擁護
委 員

家庭生活
カウンセラー

不 動 産
鑑 定 士

交通事故
相 談 員

相 談 名

法 律
（当日予約）

家 事 調 停

労 働

税

登 記

人 権

家 庭 生 活

不動産の価格
に関すること

交 通 事 故

新企画

〒０６０―８６１１ 中央区北１西２市役所広報課 �２８１―５１６１、Eメール kohokakari@somu.city.sapporo.jp

インターネットをご利用ください
http : //www.city.sapporo.jp/somu/shiminnokoe/

ホームページからもご意見・ご要望をお寄せいただ
くことができます（トップページの「市政に提案があ
る」が入り口です）。
また、市政の重要課題についてご意見を求める「ネ
ットアンケート」も実施しています。５月末までのテ
ーマは、「都市と農業の新たな関係づくり」です（５ペ
ージ参照）。このほか、国や北海道、専門機関の各種
相談窓口なども紹介しています。

112222000033――��――広広報報ささっっぽぽろろ


